
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】

【請求項３】
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少なくとも計量部上部に形成された水平面周辺に折り返し部が設けられた計量部と柄部と
からなるシート成形により成形される計量スプーンであって、該計量スプーンの先端部に
計量部から斜めに形成されたすくい取り部を有する計量スプーンにおいて、前記計量部の
両側の側面のそれぞれに、計量部底面から計量スプーン上部の水平面に至る補強柱を少な
くとも１本以上設け、且つ前記計量部底面から柄部の先端にかけて補強リブを２本設け、
その補強リブの間に前記計量部底面から斜め上方に傾斜する補強傾斜面を設け、その傾斜
面の上辺から柄部の端部に至る外側に膨らんだ補強溝が形成されていることを特徴とする
計量スプーン。

少なくとも計量部上部に形成された水平面周辺に折り返し部が設けられた計量部と柄部と
からなるシート成形により成形される計量スプーンであって、該計量スプーンの先端部に
計量部から斜めに形成されたすくい取り部を有する計量スプーンにおいて、前記計量部の
両側の側面のそれぞれに、計量部底面から計量スプーン上部の水平面に至る補強柱を少な
くとも１本以上設け、且つ前記計量部底面から柄部の先端にかけて補強リブを２本設け、
その補強リブの間に前記計量部底面から段状に起伏した補強段部を計量部壁面中央付近ま
で設け、その補強段部の上辺から柄部の端部に至る外側に膨らんだ補強溝が形成されてい
ることを特徴とする計量スプーン。



【請求項４】

【請求項５】

【請求項６】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、合成洗剤等の粉末物質の計量用具として適宜使用できる、シート成形により成
形された薄肉プラスチック製計量スプーンに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に従来市販の粉末洗剤等の粉末物質を包装したカートン等の包装容器には、その使用
の便宜を図るために計量用のスプーンが包装容器内に粉末洗剤等と共に入れられていたり
、あるいは包装容器蓋体の裏面または包装容器の外側に取り外し可能なように仮止めされ
ている。
【０００３】
このような、粉末洗剤等の計量スプーンとしては、安価に製造でき、包装容器内に粉末洗
剤が残っている限り破損せずに使用できるものが好ましく、従来より計量スプーンの素材
として射出成形によるプラスチック製のものが使用されている。
【０００４】
このような射出成形によるプラスチック製の計量スプーンは日常的に使用されており、そ
して、使い捨てされることが多分にあるため、計量スプーンの廃棄処理の困難なことが近
年の環境問題となっていた。
【０００５】
上記の問題を解決するために、計量スプーンの素材をプラスチック製から紙製に変えるこ
とが考えられるが、紙製の計量スプーンではプラスチック製の計量スプーンに比べ耐久性
、耐水性等が弱く、また成形も困難なので計量スプーンとして使用するには適さない。
【０００６】
このため、シート成形により計量スプーンを形成し、計量スプーンの側壁等を薄くするこ
とにより、プラスチックの使用量を軽減させようとしたものとして、特開平４－３４３０
２９号がある。
上記出願は、図１１に示す通りであり、計量スプーンの計量部と柄の上部がなだらかな曲
線でつながっており、計量スプーンの外周には水平な上面（１ａ）を有しており、その上
面（１ａ）の周囲に折り返し部（１ｂ）を有している。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記の出願では、洗剤等の粉末物質に計量スプーンを差し込んですくい出す際に
、カートン入り洗剤等の粉末物質の残量が少なくなってきた場合に、カートンの底から側
面の内壁面に、スプーン先端の直線状の部分を押し当てて粉末物質をすくおうとすると、
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少なくとも計量部上部に形成された水平面周辺に折り返し部が設けられた計量部と柄部と
からなるシート成形により成形される計量スプーンであって、該計量スプーンの先端部に
計量部から斜めに形成されたすくい取り部を有する計量スプーンにおいて、前記計量部の
両側の側面のそれぞれに、計量部底面から計量スプーン上部の水平面に至る補強柱を少な
くとも１本以上設け、且つ前記計量部底面から柄部の先端にかけて補強リブを２本設け、
該補強リブの間の柄部に補強凹部が形成されていることを特徴とする計量スプーン。

請求項１乃至３のいずれか１項記載の計量スプーンにおいて、前記２本の補強リブが柄部
先端側にて環状になるように形成されていることを特徴とする計量スプーン。

請求項１乃至４のいずれか１項記載の計量スプーンにおいて、柄部外周に外周リブが形成
されていることを特徴とする計量スプーン。

請求項５記載の計量スプーンにおいて、前記外周リブが前記補強リブに連設して形成され
ていることを特徴とする計量スプーン。



折り返し部（１ｂ）が邪魔をして残り少ない粉末物質をすくい取り切れないという問題が
ある。
また、粉末物質に計量スプーンを突き刺してすくう際にも、折り返し部（１ｂ）があるの
ために突き刺しにくい。
【０００８】
残り少ない粉末物質をすくいきるために、スプーンの折り返し部をなくすと、スプーンの
強度がなくなってしまう。そこで、スプーン端部の折り返し部を部分的に無くすことが考
えられるが、そのような構造にすると、スプーン形成後の打ち抜き工程でコスト高になる
問題がある。
【０００９】
また、充分に洗剤等の粉末物質の残量がある場合でも洗剤等の粉末物質に計量スプーンを
差し込んですくい出す際に、計量部と柄のつながり部分の強度が不充分である。
【００１０】
そこで本発明は、省資源で、廃棄性の問題を考え、更に洗剤等の粉末物質をすくうのに充
分耐えられる強度と、頻繁な使用もに耐え得る耐久性を兼ね備え、さらに粉末物質をすく
い取るのに適した形状を有する使い勝手のよい計量スプーンを提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、

で
ある。
【００１２】

【００１３】

である。
【００１４】

である。
【００１５】
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本発明の請求項１に係る発明は、少なくとも計量部上部に形
成された水平面周辺に折り返し部が設けられた計量部と柄部とからなるシート成形により
成形される計量スプーンであって、該計量スプーンの先端部に計量部から斜めに形成され
たすくい取り部を有する計量スプーンにおいて、前記計量部の両側の側面のそれぞれに、
計量部底面から計量スプーン上部の水平面に至る補強柱を少なくとも１本以上設け、且つ
前記計量部底面から柄部の先端にかけて補強リブを少なくとも２本設け、その補強リブの
間に前記計量部底面から斜め上方に傾斜する補強傾斜面を設け、その傾斜面の上辺から柄
部の端部に至る外側に膨らんだ補強溝が形成されていることを特徴とする計量スプーン

本発明の請求項２に係る発明は、少なくとも計量部上部に形成された水平面周辺に折り返
し部が設けられた計量部と柄部とからなるシート成形により成形される計量スプーンであ
って、該計量スプーンの先端部に、計量部から斜めに形成されたすくい取り部を有する計
量スプーンにおいて、前記計量部の両側の側面のそれぞれに、計量部底面から計量スプー
ン上部の水平面に至る補強柱を少なくとも１本以上設け、且つ、前記計量部底面から柄部
の先端にかけて補強リブを少なくとも２本設け、その補強リブの間に前記計量部底面から
段状に起伏した補強段部を計量部壁面中央付近まで設け、その補強段部の上辺から柄部の
端部に至る外側に膨らんだ補強溝が形成されていることを特徴とする計量スプーンである
。

本発明の請求項３に係る発明は、少なくとも計量部上部に形成された水平面周辺に折り返
し部が設けられた計量部と柄部とからなるシート成形により成形される計量スプーンであ
って、該計量スプーンの先端部に計量部から斜めに形成されたすくい取り部を有する計量
スプーンにおいて、前記計量部の両側の側面のそれぞれに、計量部底面から計量スプーン
上部の水平面に至る補強柱を少なくとも１本以上設け、且つ前記計量部底面から柄部の先
端にかけて補強リブを２本設け、該補強リブの間の柄部に補強凹部が形成されていること
を特徴とする計量スプーン

本発明の請求項４に係る発明は、上記請求項１乃至３のいずれか１項に係る計量スプーン
において、前記２本の補強リブが柄部先端側にて環状になるように形成されていることを
特徴とする計量スプーン



である。
【００１６】

である。
【００１９】
【作用】
本発明は、計量スプーンの長手方向の仮想中心線に対して、計量スプーンの計量部先端部
が垂直になるように直線状に形成され、且つその計量部先端部には計量部から外方に向か
って斜めに形成された折り返し部を有しているので、粉末物質に突き刺しやすく、また、
残量が少なくなった場合でも、斜めに形成された折り返し部を、カートンの内側底部や内
側側壁面に当接することで、うまくすくい取ることできる。
【００２０】
また、計量スプーンの周囲に折り返し部を設け、更に柄部から計量部にかけて補強リブを
設けたことにより、柄部と計量部のつなぎ部分が補強され、つながり部分から折れること
がない。
【００２１】
【実施例】
以下、添付図面を参照して本発明を詳しく説明する。
【００２２】
本発明では、ポリプロピレン、ポリスチレン、アモルファスポリエチレンテレフタレート
、ポリ塩化ビニル等のプラスチックが使用される。そして、これらのプラスチックからな
るシートをシート成形により成形して計量スプーンを得る。
【００２３】
本発明の計量スプーンの肉厚は、計量部の大きさによって変化させることができる。
しかし、計量スプーンの強度を強くするために、側壁等計量スプーン全体の肉厚を厚くす
ると、従来の射出成形による計量スプーンのプラスチック使用量とほぼ同量となることに
より、本発明の計量スプーンの肉厚は、約０．３～１．０ｍｍの間にすることが望ましい
。
各実施例の成形前のシートの厚さは、ポリプロピレンを使用した場合が０．６ｍｍであり
、ポリスチレンを使用した場合が０．５ｍｍである。
【００２４】
本発明の計量スプーンは、シート成形、より詳しくは真空形成、圧空形成、真空圧空形成
等の公知の方法により形成される。
【００２５】
本発明の計量スプーンの計量部の側壁は、底面から上部に向けてテーパー形状をしており
、計量スプーンの側壁に形成される補強柱は計量部上部から底面にかけてテーパー形状を
しており、計量スプーンの計量部の側壁に形成される補強リブは計量部上部から底面にか
けてテーパー形状をしいる。これは、容易に計量スプーンを積み重ねやすくし、また、積
み重ねしたものを１つずつ取り外しやすくするためである。
【００２６】
図１から図１０は本発明の計量スプーンの実施例の構成を示す説明図である。
【００２７】
本発明の計量スプーンは洗剤等の粉末物質を計量する計量部（１）と柄部（２）とからな
り、少なくとも計量部上部に水平面（１ａ）が形成され、その水平面周辺に折り返し部（
１ｂ）が設けられている。そして、前記計量スプーン計量部先端は、計量スプーンの長手
方向の仮想中心線に対して、計量スプーンの計量部先端部が垂直になるように直線状に形
成されており、その計量部先端部には計量部（１）から外方に向かって斜めに形成された
すくい取り部（３）を有することが、本発明の各実施例に共通する構成である。
【００２８】
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本発明の請求項５に係る発明は、上記請求項１乃至４記載の計量スプーンにおいて、柄部
外周に外周リブが形成されていることを特徴とする計量スプーン

本発明の請求項６に係る発明は、上記請求項５記載の計量スプーンにおいて、前記外周リ
ブが前記補強リブに連設して形成されていることを特徴とする計量スプーン



＜実施例１＞
図１は本発明の計量スプーンの第１の実施例を示す斜視図である。
【００２９】
すなわち第１の実施例の構成は、少なくとも計量部上部に水平面（１ａ）が形成され、そ
の水平面周辺に折り返し部（１ｂ）が設けらた計量部（１）と柄部（２）とからなるシー
ト成形により形成される計量スプーンにおいて、前記計量スプーンの先端部が計量部（１
）から斜めに形成されたすくい取り部（３）を有しており、更に前記計量部（１）の両側
の側壁に計量部底面から計量スプーン上部の水平面（１ａ）に至る補強柱（４）を１本ず
つ設け、且つ前記計量部底面から柄部先端にかけて補強リブ（５）を２本設け、その補強
リブ（５）の間に前記計量部底面から斜め上方に傾斜する補強傾斜面（６）を設け、その
補強傾斜面の上辺から柄部端部に至る外側に膨らんだ補強溝（７）が形成されている計量
スプーンである。
【００３０】
更に詳細に説明すると、本発明の計量スプーンの第１の実施例の補強溝（７）は、図１の
例えばＡ－Ａ線での断面が略Ｕ字状であるように、断面略Ｕ字状に形成されている。
また、補強傾斜面（６）は、計量部（１）の底面部では、２本の補強リブ（５）間の幅と
略同じ横幅を持ち、且つ、補強溝（７）に接する上部まで上記の幅のまま形成されている
。しかし、補強傾斜面（６）上部を補強溝（７）の幅と略同じ幅になるように狭めて形成
してもよい。
【００３１】
本実施例では、補強柱（４）を計量部（１）の両側の側壁に１本ずつ設けたが、２本以上
設けてもよいのはいうまでもなく、また、補強リブ（５）についても２本以上設けてもよ
い。
【００３２】
本実施例は、上記構成にしたことにより、洗剤等の粉末物質をすくいやすく、更に残量が
少なくなった際にも、前記計量スプーンの先端部の計量部（１）から斜めに形成された折
り返し部（３）をカートンの内側底部や内側側壁面に当接させることで、最後まで洗剤等
の粉末物質をすくい取ることできる。
【００３３】
また、洗剤等の粉末物質をすくい取る際に、計量部（１）に計量物質の重量がかかったと
しても、補強リブ（５）、補強溝（７）により計量部（１）と柄部（２）のつなぎ部分が
補強されているため、つなぎ部分や柄部が折れることはない。特に補強溝（７）は、断面
が略Ｕ字状に形成されているので、より折り曲がりにくくなっている。
更に補強傾斜面（６）は、補強溝（７）を設けたことによる横方向への折れ曲がりを防止
するために設けた部材であって、補強傾斜面（６）を設けたことにより、横方向に計量物
質をすくった時も、計量物質が折れ曲がったりせずにすくうことができる。
【００３４】
＜実施例２＞
図２及び図３は本発明の計量スプーンの第２の実施例を示す斜視図である。
【００３５】
すなわち第２の実施例の構成は、少なくとも計量部上部に水平面（１ａ）が形成され、そ
の水平面周辺に折り返し部（１ｂ）が設けらた計量部（１）と柄部（２）とからなるシー
ト成形により形成される計量スプーンにおいて、前記計量スプーンの先端部が計量部（１
）から斜めに形成された折り返し部（３）を有しており、更に前記計量部（１）の両側の
側壁に計量部底面から計量スプーン上部の水平面（１ａ）に至る補強柱（４）を１本ずつ
設け、且つ前記計量部底面から柄部先端にかけて補強リブ（５）を２本設け、その補強リ
ブ（５）の間に前記計量部底面から段状に起伏した補強段部（８）を計量部壁面中央付近
まで設け、その補強段部の上辺から柄の端部に至る外側に膨らんだ補強溝（７）が形成さ
れている計量スプーンである。
【００３６】
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更に詳細に説明すると、本発明の計量スプーンの第２の実施例の補強溝（７）は図２の例
えばＢ－Ｂ線での断面が略Ｕ字状のように、断面略Ｕ字状に形成されており、補強段部（
８）は図２に示されているいるように、２本の補強リブ（５）の間に形成された補強溝（
７）の幅の大きさに合わせて形成されている。しかし、図３に示されているように、補強
リブ（５）の間で且つその両側の補強リブ（５）に接する幅に合わせることもできる。
【００３７】
本実施例では、補強柱（４）を計量部（１）の両側の側壁に１本ずつ設けたが、２本以上
設けてもよいのはいうまでもなく、また、補強リブ（５）についても２本以上設けてもよ
い。
【００３８】
本実施例は、上記構成にしたことにより、洗剤等の粉末物質をすくいやすく、更に残量が
少なくなった際にも、前記計量スプーンの先端部の計量部（１）から斜めに形成されたす
くい取り部（３）をカートンの内側底部や内側側壁面に当接させ、最後まで洗剤等の粉末
物質をすくい取ることできる。
【００３９】
また、洗剤等の粉末物質をすくい取る際に、計量部（１）に計量物質の重量がかかったと
しても、補強リブ（５）、補強溝（７）により計量部（１）と柄部（２）のつなぎ部分が
補強されているため、つなぎ部分や柄部が折れることはない。更に補強溝（７）は、断面
Ｕ字状に形成されているので、より折り曲がりにくくなっている。
また補強段部（８）は、補強溝（７）を設けたことによる横方向への折れ曲がりを防止す
るために設けた部材であって、この補強段部（８）を設けたことにより、横方向に計量物
質をすくった時も、計量物質が折れ曲がったりせずにすくうことができる。
【００４０】
＜実施例３＞
図４は本発明の計量スプーンの第３の実施例を示す斜視図である。
【００４１】
すなわち第３の実施例の構成は、少なくとも計量部上部に水平面（１ａ）が形成され、そ
の水平面周辺に折り返し部（１ｂ）が設けられた計量部（１）と柄部（２）とからなるシ
ート成形により形成される計量スプーンにおいて、前記計量スプーンの先端部が計量部（
１）から斜めに形成されたすくい取り部（３）を有しており、更に前記計量部（１）の両
側に計量部（１）底面から計量スプーンの上の水平面に至る補強柱（４）が１本ずつ形成
され、且つ、計量部底面から柄部にかけて

更に柄部（２）中央の補助リブ（５ａ）に隣接して補強凹部（９）が
柄部（２）に形成されていることを特徴とする計量スプーンである。
【００４２】
本実施例は、上記構成にしたことにより、洗剤等の粉末物質をすくいやすく、さらに残量
が少なくなった際にも、前記計量スプーンの先端部の計量部（１）から斜めに形成された
すくい取り部（３）をカートンの内側底部や内側側壁面に当接させ、最後まで洗剤等の粉
末物質をすくい取ることできる。
【００４３】
また、洗剤等の粉末物質をすくい取る際に、計量部（１）に計量物質の重量がかかったと
しても、 により計量部（１）と柄部（２）のつなぎ部分が
補強されているため、つなぎ部分が折れることはない。また柄部（２）には、 （
５ａ）、補強凹部（９）を設けたことにより、計量物質をすくった際に、計量物質の重量
により柄部（２）が折れ曲がることはない。
【００４４】
＜実施例４＞
図５は本発明の計量スプーンの第４の実施例を示す斜視図であり、図６はその側面図であ
る。
【００４５】
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２本の補強リブ（５）とその中央に補助リブ（
５ａ）が形成され、

２本の補強リブ（５）、（５）
補助リブ



すなわち第４の実施例の構成は、少なくとも計量部上部に水平面（１ａ）が形成され、そ
の水平面周辺に折り返し部（１ｂ）が設けらた計量部（１）と柄部（２）とからなるシー
ト成形により形成される計量スプーンにおいて、前記計量スプーンの先端部が計量部（１
）から斜めに形成された折り返し部（３）を有しており、更に前記計量部（１）の両側の
側面に計量部底面から計量スプーン上部の水平面（１ａ）に至る補強柱（４）を１本ずつ
設け、前記計量部底面から柄部先端にかけては柄部先端側が環状になるように補強リブ（
５）が形成されており、尚且つ柄部の環状の補強リブ（５）に囲まれた補強凹部（９）が
形成されている計量スプーンである。
【００４６】
更に詳細に説明すると、本発明の計量スプーンの第４の実施例は、計量部（１）が柄部（
２）の長さよりも長く形成されており、図６の側面図からも明かなように、計量部（１）
の先端から底部にかけての側壁は緩やかなカーブ状にすることにより洗剤等の粉状物質の
中に計量スプーンを突き刺し安くし、粉状物質をすくい易い構造にしてある。計量部（１
）の柄部（２）から底部にかけての側壁はやや急な勾配に形成することにより計量部（１
）の容積を大きくしている。
また、本実施例では、補強柱（４）を計量部（１）の両側の側壁に１本ずつ設けたが、２
本以上設けてもよいのはいうまでもない。
【００４７】
本実施例は、上記構成にしたことにより、洗剤等の粉末物質をすくいやすく、さらに残量
が少なくなった際にも、前記計量スプーンの先端部の計量部（１）から斜めに形成された
すくい取り部（３）をカートンの内側底部や内側側壁面に当接させ、最後まで洗剤等の粉
末物質をすくい取ることできる。
【００４８】
また、柄部（２）は、計量部（１）周囲の水平面（１ａ）が柄部（２）にかけて広がって
形成され、その水平面（１ａ）周辺に折り返し部（１ｂ）を形成し、更に、計量部（１）
底面から柄部先端にかけて柄部先端側が環状になるように補強リブ（５）を形成している
。その環状補強リブ（５）の内側に環状補強リブ（５）に沿って楕円状の補強凹部（９）
を形成しているので、柄部（２）と計量部（１）との繋ぎ目が補強されることになり、柄
部（２）が、計量部（１）より短く形成されているにも係わらず、柄部（２）と計量部（
１）との繋ぎ目で折れ曲がることがない。
【００４９】
＜実施例５＞
図７は本発明の計量スプーンの第５の実施例を示す斜視図である。
【００５０】
すなわち第５の実施例の構成は、少なくとも計量部上部に水平面（１ａ）が形成され、そ
の水平面周辺に折り返し部（１ｂ）が設けらた計量部（１）と柄部（２）とからなるシー
ト成形により形成される計量スプーンにおいて、前記計量スプーンの先端部が計量部（１
）から斜めに形成されたすくい取り部（３）を有しており、更に前記計量部（１）の両側
の側面に計量部（１）底面から計量スプーンの上の水平面に至る補強柱（４）が１本ずつ
形成され、且つ、柄部（２）外周に外周リブ（１０）が形成されていることを特徴とする
計量スプーンである。
【００５１】
更に詳細に説明すると、本発明の計量スプーンの第５の実施例は、柄部（２）の長さが計
量部（１）の長さよりも長く形成されており、柄部（２）には計量部（１）底面から柄部
（２）の先端近傍まで至り、且つ底部が滑らかに湾曲している柄部（２）の幅と略同じ幅
を有する補強溝（７）が形成され、且つ柄部（２）の外周に端部が計量部（１）に届く外
周リブ（１０）が形成されている。
【００５２】
本実施例は、上記構成にしたことにより、洗剤等の粉末物質がすくいやすく、更に残量が
少なくなった際にも、前記計量スプーンの先端部の計量部（１）から斜めに形成されたす
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くい取り部（３）をカートンの内側底部や内側側壁面に当接させ、最後まで洗剤等の粉末
物質をすくい取ることできる。
【００５３】
また、補強溝（７）が柄部（２）のほぼ全体にわたって設けられ、その補強溝（７）の底
部を滑らかな湾曲状にしたことにより、計量部（１）に対する柄部（２）の長さを長くし
ても、折れ曲がることはなく、更に、柄部（２）の外周に設けた外周リブ（１０）が補強
となり、折れ曲がりにくい構造となっている。
【００５４】
＜実施例６＞
図８は本発明の計量スプーンの第６の実施例を示す斜視図である。
【００５５】
すなわち第６の実施例の構成は、少なくとも計量部上部に水平面（１ａ）が形成され、そ
の水平面周辺に折り返し部（１ｂ）が設けらた計量部（１）と柄部（２）とからなるシー
ト成形により形成される計量スプーンにおいて、前記計量スプーンの先端部が計量部（１
）から斜めに形成されたすくい取り部（３）を有しており、更に前記計量部（１）の両側
の側面に計量部（１）底面から計量スプーンの上の水平面に至る補強柱（４）が１本ずつ
形成され、且つ前記計量部底面から柄部にかけては補強リブ（５）が２本設けられるとと
もに、柄部（２）には前記補強リブ（５）に挟まれる位置に外側に膨らんだ補強溝（７）
が形成され、更に柄部（２）の外周には外周リブ（１０）が形成されている計量スプーン
である。
【００５６】
更に詳細に説明すると、本発明の計量スプーンの第６の実施例は、実施例１の柄部（２）
を細長くし、計量部（１）底面から柄部（２）に至る２本の補強リブ（５）を、柄部（２
）の長さの略１／５の長さが柄部にかかる様に形成している。そして、柄部（２）の外周
に外周リブ（１０）を設け、その外周リブ（１０）には、計量部上部の水平面（１ａ）周
辺の折り返し部（１ｂ）に連続する折り返し部（１ｂ）が連設されている。
【００５７】
本実施例は、上記構成にしたことにより、洗剤等の粉末物質がすくいやすく、更に残量が
少なくなった際にも、前記計量スプーンの先端部の計量部（１）から斜めに形成されたす
くい取り部（３）をカートンの内側底部や内側側壁面に当接させ、最後まで洗剤等の粉末
物質をすくい取ることできる。
【００５８】
また、計量時に計量部（１）に計量物の重量がかかったとしても、補強リブ（５）により
計量部（１）と柄部（２）とのつなぎ部分が補強されているため、つなぎ部分が折れ曲が
ることはない。
更に、柄部（２）が長くなったとしても外周リブ（１０）および補強溝（７）が設けられ
ているので、柄部（２）が折れ曲がりにくい構造となっている。
【００５９】
ここでは外周リブ（１０）を、実施例１に類似する構造の計量スプーンに付加した例を説
明したが、これに限らず、実施例１乃至実施例４の計量スプーンあるいはこれに類似する
構造のものいずれにも設けることが可能である。
【００６０】
＜実施例７＞
図９は本発明の計量スプーンの第７の実施例を示す斜視図である。
【００６１】
すなわち第７の実施例の構成は、少なくとも計量部上部に水平面（１ａ）が形成され、そ
の水平面周辺に折り返し部（１ｂ）が設けらた計量部（１）と柄部（２）とからなるシー
ト成形により形成される計量スプーンにおいて、前記計量スプーンの先端部が計量部（１
）から斜めに形成されたすくい取り部（３）を有しており、更に前記計量部（１）の両側
の側面に計量部底面から計量スプーン上部の水平面（１ａ）に至る補強柱（４）を１本ず
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つ設け、且つ前記計量部底面から柄部先端にかけて補強リブ（５）を２本設け、その補強
リブ（５）に連接して柄部（２）の外周に外周リブ（１０）を形成し、その補強リブ（５
）の間に柄部端部に至る外側に膨らんだ補強溝（７）が形成されている計量スプーンであ
る。
【００６２】
更に詳細に説明すると、本発明の計量スプーンの第７の実施例は、柄部（２）の長さを計
量部（１）の長さよりも長く形成し、計量部（１）底面から柄部（２）に至る２本の補強
リブ（５）を設け、その補強リブ（５）の間には柄部端部に至る外側に膨らんだ補強溝（
７）が形成されており、その補強溝（７）は図９のＣ－Ｃ線での断面が略Ｕ字状に形成さ
れており、図１０の側面図に示すように計量部（１）の底部から柄部（２）の先端に向か
って略３０度の傾斜で形成され、途中で略１０度の傾斜に形成されている。
そして、柄部（２）の外周に外周リブ（１０）を設け、その外周リブ（１０）には、計量
部上部の水平面（１ａ）周辺の折り返し部（１ｂ）に連続する折り返し部（１ｂ）が形成
されている。
【００６３】
また、本実施例では、補強柱（４）を計量部（１）の両側の側壁に１本ずつ設けたが、２
本以上設けてもよいのはいうまでもない。
【００６４】
本実施例は、上記構成にしたことにより、洗剤等の粉末物質の残量が少なくなった際にも
、前記計量スプーンの先端部の計量部（１）から斜めに形成されたすくい取り部（３）を
カートンの内側底部や内側側壁面に当接させ、最後まで洗剤等の粉末物質をすくい取るこ
とできる。
【００６５】
また、計量時に計量部（１）に計量物の重量がかかったとしても、補強リブ（５）により
計量部（１）と柄部（２）とのつなぎ部分が補強されているため、つなぎ部分が折れ曲が
ることはない。
更に、柄部（２）が長くなったとしても外周リブ（１０）および補強溝（７）が設けられ
ているので柄部（２）が折れ曲がりにくい構造となっている。
【００６６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の計量スプーンは、洗剤等の粉末物質をすくいやすく、更に
残量が少なくなった際にも、前記計量スプーンの先端部の計量部から斜めに形成された折
り返し部をカートンの内側底部や内側側壁面に当接させることにより、最後まで洗剤等の
粉末物質をすくい取ることできる。
【００６７】
また、計量するときに計量物の重量のかかる部分を補強しているために計量スプーンが破
損することなく、最後まで使用することができる。
【００６８】
計量部の側壁および柄部の肉厚を薄くしたことにより、プラスチックの使用量を少なくす
ることができる。
また、プラスチックの使用量を少なくすることで値段を安価にすねることができる。
【００６９】
計量部、補強柱、計量部側壁に設けた補強リブはテーパーに形成されているので、重ね合
わせ、あるいは重ね合わせたものの取り外しが容易におこなえる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる計量スプーンの第１の実施例を示す斜視図である。
【図２】本発明にかかる計量スプーンの第２の実施例を示す斜視図である。
【図３】本発明にかかる計量スプーンの第２の一部を変更した実施例を示す斜視図である
。
【図４】本発明にかかる計量スプーンの第３の実施例を示す斜視図である。
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【図５】本発明にかかる計量スプーンの第４の実施例を示す斜視図である。
【図６】本発明にかかる計量スプーンの第４の実施例を示す側面図である。
【図７】本発明にかかる計量スプーンの第５の実施例を示す斜視図である。
【図８】本発明にかかる計量スプーンの第６の実施例を示す斜視図である。
【図９】本発明にかかる計量スプーンの第７の実施例を示す斜視図である。
【図１０】本発明にかかる計量スプーンの第７の実施例を示す側面図である。
【図１１】従来の計量スプーンを示す説明図である。
【符号の説明】
１…計量部
１ａ…水平面
１ｂ…折り返し部
２…柄部
３…すくい取り部
４…補強柱
５…補強リブ
６…補強傾斜面
７…補強溝
８…補強段部
９…補強凹部
１０…外周リブ
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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